
新かがわ中小企業応援ファンド事業助成金交付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、県が定める新かがわ中小企業応援ファンド支援事業計画実施要領（以下「実施

要領」という。）に基づいて、公益財団法人かがわ産業支援財団（以下｢財団｣という。）が実施する

新かがわ中小企業応援ファンド事業（以下「事業」という。）の助成金に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 （細則） 

第２条 この要領のほか、事業の助成金交付については、財団の定める細則（以下「細則」という。）

による。 

 

（定義） 

第３条 この要領及び細則において、中小企業者とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成

１４年法律第１４７号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、県内に主たる事務所・事業所を有

する者（本事業により、県内に主たる事務所・事業所を開設しようとする者及びみなし大企業（発

行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している法人又は発行済

株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属している法人若しくは大企業

の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を含めている法人）を含む。）とする。 

 

（助成対象事業） 

第４条 助成対象事業は、実施要領第８条第３項に掲げるものとし、公募を行うものとする。 

 

 （助成対象経費） 

第５条 助成対象経費は、細則において定めるものとし、細則で掲げるもののうち、財団が必要かつ

適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付する。 

２ 助成事業者は、本事業の助成対象として支出する経費を、他の公的な補助金等の対象経費とする

ことはできない。また、他の公的な補助金等の対象経費とした支出経費を本事業の助成対象経費と

することはできない。 

 

 （交付の申請） 

第６条 助成事業者は、財団が別に定める期限内に、助成金交付申請書（様式第１号）を提出しなけ

ればならない。 

 

 （交付決定） 

第７条 財団は、前条の規定により提出された申請書を審査し、助成金を交付すべきものと認めたと

きは、助成金の交付決定を行い、助成金交付決定通知書（様式第２号）により助成事業者に通知す

るものとする。 

２ 財団は、前項の決定に際して次に掲げるもののほか、必要な条件を付することができる。 

一 助成事業に要する経費の配分の変更(財団が定める軽微なものを除く。) をする場合に財団の

承認を受けること。 

二 助成事業を行うため締結する契約に関する事項その他助成金交付事業に要する経費の使用方

法について財団の指示に従うこと。 

三 助成事業の内容の変更(財団が定める軽微なものを除く。) をする場合に財団の承認を受ける

こと。 



四 助成事業を中止し、又は廃止する場合に財団の承認を受けること。 

五 助成事業が指定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は財団に報告し、

財団の指示を受けること。 

３ 審査は、財団に設置する新かがわ中小企業応援ファンド審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）で行う。なお、審査委員会に関する事項は別に定める。 

 

（交付決定をしない場合） 

第８条 財団は、前条の規定にかかわらず、助成金の交付申請をした者が次のいずれかに該当する

ことが判明したときは、財団が別に定める場合を除き、助成金の交付の決定をしないものとす

る。 

一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

二 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）  

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

 

（申請の取下げ） 

第９条 実施要領第１０条第５号に規定する財団の定める期日は、助成金の交付決定通知を受けた日

から２０日以内とし、助成事業者は申請の取下げをする旨を記載した書面を財団に提出しなければ

ならない。 

 

 （公表） 

第１０条 助成金の交付が決定された事業については、原則として、助成先の事業主体名、事業名、

事業概要等を公表する。ただし、助成事業者から申出があった場合は、この限りでない。 

 

（助成事業の執行） 

第１１条 助成事業者は、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の

注意をもって助成事業を行わなければならない。 

 

 （事業状況報告） 

第１２条 助成事業者は、財団の求めに応じ、事業状況報告書（様式第３号）により、助成事業の遂

行状況を報告しなければならない。 

 

 （助成事業の内容の変更） 

第１３条 助成事業者は、助成事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、助成事業の内容

の変更承認申請書（様式第４号）を財団に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽

微な変更についてはこの限りでない。 

 

（助成事業の中止又は廃止） 

第１４条 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、助成事業

の中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を財団に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１５条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、助成事業が完了した日から１０日以内に助成

事業の実績報告書（様式第６号）を財団に提出しなければならない。 



 

（助成金額の確定） 

第１６条 財団は、前条により提出された助成事業の実績報告書を審査し、助成事業の成果が助成金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき助成金の額

を確定し、助成事業者に通知するものとする。 

２ 助成事業者は、助成事業完了後に消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額（助成対象経費とする場合における消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じ

て得た金額の合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が確定した場合には、速やか

に財団に対して報告しなければならない。 

 

（助成金の精算払及び概算払の請求） 

第１７条 助成事業者は、前条の通知を受けた後、助成金の精算払を受けようとするときは、助成金

精算払請求書（様式第７号）を財団に提出しなければならない。 

２ 財団は、特に必要があると認めるときは、助成金の概算払をすることができる。 

 

（交付決定の取消し） 

第１８条 財団は、助成事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは

一部を取り消すことができる。 

  一 この要領に違反したとき。 

  二 偽りその他不正の行為があったとき。 

  三 助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。 

  四 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。 

五 第８条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

２ 前項の場合において、財団は、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は

一部の返還を命ずることができる。 

３ 財団は、助成事業者が、助成事業完了後に消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該控除税額の全部又は一部の返還を命ずること

ができる。 

 

（加算金） 

第１９条 財団は、助成金の交付を受けた者に助成金の返還を命じたときは、その命令に係る助成

金の交付の日から受領の日までの日数に応じ、助成金の額に財団が定める割合を乗じて計算した

加算金を助成金の返還を命じられた者から徴収することができる。 

 

（延滞金） 

第２０条 財団は、助成金の交付を受けた者に助成金の返還を命じ、助成金の返還を命じられた者

がこれを納付期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納付額につき県の指示を受けて財団が定める割合を乗じて計算した延滞金を助成金の返還

を命じられた者から徴収することができる。 

 

（財産処分） 

第２１条 助成事業者は、財団が定める期間内に、助成金交付事業により取得し、又は効用の増加

した財団が定める財産(以下｢取得財産等｣という。) を助成金の交付の目的以外の用途に使用し、



他の者に貸付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、

財団の承認を受けなければならない。 

２ 前項の場合において、財団は、当該取得財産等が財団が定める期間を経過している場合を除き、

助成事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を

納付させることができる。 

 

（立入検査等） 

第２２条 財団は、助成金交付事業の適正を期するため必要がある時は、助成事業者に対して報告

させ、又は財団の職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（助成金の経理等） 

第２３条 財団は、助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、

これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（実施結果の事業化） 

第２４条 助成事業者は、助成事業の実施結果の事業化に努めなければならない。 

２ 助成事業者は、助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計年度終了後速や

かに事業化状況報告書（様式第８号）を財団に提出しなければならない。 

 

（雑 則） 

第２５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は財団が別に定める。 

 

  附 則 

 この要領は、平成２９年１０月１０日から施行する。 

 

  附 則 

 この要領は、令和４年１２月５日から施行する。ただし、この要領の施行前に当初の交付決定がな

された助成事業については、なお従前の例による。 



様式第１号（第６条関係） 
 

                                                  年 月 日 
 
 
 公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長        様 
 
 
                       所 在 地 
                                       名   称            

代表者（法人にあっては、代表者の職・氏名） 
 
 
                  年度新かがわ中小企業応援ファンド事業助成金交付申請書 
 
 
 上記の件について、新かがわ中小企業応援ファンド事業助成金交付要領第６条の規定に基づき、下
記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 助成メニュー 
 
２ 事業名 
 
３ 助成金交付申請額                      千円 
 
 
４ 助成事業の開始及び完了予定年月日 
 

交付決定日 ～    年 月 日 
 
５ 事業の内容     
       別紙「事業実施計画書」のとおり 
 
（添付書類） 
 ① 助成対象経費の積算の根拠となる見積書等の写し 
 ② 直近の納税証明書 
  ア 香川県税：「香川県の行う入札参加資格審査等申請用」の納税証明書 
  イ 消費税及び地方消費税：「その３ 未納税額のない証明用」の納税証明書 
③ 事業実態の確認書類 

 【法人の場合】 
  ア 法人登記の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書 
  イ 直近３期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費

の明細） 
 【個人事業主の場合】 
  ウ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

エ 個人事業の開業届出書の控えの写し 
オ 直近３か年の確定申告書（第一表、第二表、白色申告の場合は収支内訳書（１・２面）、青色
申告の場合は所得税青色申告決算書（１～４面））の写し 

④ 香川県に提出した経営革新計画に係る承認申請書一式の写し及び香川県からの承認通知書の
写し（申請した事業内容について、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を香川県
から得ている場合のみ添付） 

 ⑤ 誓約書 
 ⑥ チェックリスト 



様式第２号（第７条関係） 

 

                                                  年 月 日 

 

 

            様 

 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長         

 

 

 

年度新かがわ中小企業応援ファンド事業助成金交付決定通知書 

 

   年 月 日付け 第 号で交付申請のあった上記の助成金については、新かがわ中小企業

応援ファンド事業助成金交付要領第７条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したの

で、通知します。 

 

記 

 

１ 助成メニュー 

 

２ 事業名 

 

３ 助成金交付申請額            千円 

 

４ 助成金交付決定額            千円 

 

５ 助成期間        年 月 日 ～    年 月 日 

 

６ 交付に係る条件 

 

 

 



様式第３号（第１２条関係） 

 

                                                 年 月 日 

 

 

 公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長        様 

 

 

                        所 在 地 

                                       名   称            

代表者（法人にあっては、代表者の職・氏名） 

 

 

年度新かがわ中小企業応援ファンド事業に係る 

助成事業の事業状況報告書 

 

 

     年 月 日付け 第 号で交付の決定の通知を受けた標記助成事業の進捗状況について、新

かがわ中小企業応援ファンド事業助成金交付要領第１２条の規定に基づき、下記のとおり報告いたし

ます。 

 

 

 

記 

 

１ 助成メニュー 

 

２ 事業名 

 

３ 進捗状況     別紙のとおり 

 

４ 今後の見込み   別紙のとおり 

 

 



様式第４号（第１３条関係） 

 

                                                年 月 日 

 

 

 公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長        様 

 

 

                        所 在 地 

                                       名   称        

代表者（法人にあっては、代表者の職・氏名） 

 

 

 

年度新かがわ中小企業応援ファンド事業に係る 

助成事業の変更承認申請書 

 

 

     年 月 日付け 第 号で交付の決定の通知を受けた標記助成事業について下記のとおり変

更したいので、新かがわ中小企業応援ファンド事業助成金交付要領第１３条の規定に基づき、下記の

とおり申請します。 

 

 

 

記 

 

１ 助成メニュー 

 

２ 事業名 

 

３ 変更の理由 

 

４ 変更の内容 

 



様式第５号（第１４条関係）                                                                                 

 

                年 月 日 

 

 

 公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長        様 

 

 

                        所 在 地 

                                       名   称            

代表者（法人にあっては、代表者の職・氏名） 

 

 

 

年度新かがわ中小企業応援ファンド事業に係る 

助成事業の中止（廃止）承認申請書 

 

 

   年 月 日付け 第 号で交付の決定の通知を受けた標記助成事業を中止（廃止）したい

ので、新かがわ中小企業応援ファンド事業助成金交付要領第１４条の規定に基づき、下記のとおり申

請します。 

 

 

記 

 

１ 助成メニュー 

 

２ 事業名 

 

３  中止（廃止）の理由 

 

４ 中止（廃止）の内容 

 

５ 中止の期間（廃止の時期） 



様式第６号（第１５条関係） 

 

                                                 年 月 日 

 

 

 公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長        様 

 

 

                        所 在 地 

                                       名   称            

代表者（法人にあっては、代表者の職・氏名） 

 

 

 

年度新かがわ中小企業応援ファンド事業に係る 

助成事業実績報告書 

 

 

     年 月 日付け 第 号で交付の決定の通知を受けた標記助成事業が完了したので、新かが

わ中小企業応援ファンド事業助成金交付要領第１５条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

 １ 助成メニュー 

 

 ２ 事業名 

 

 ３  助成金交付決定通知額           金         千円 

 

 ４ 助成事業の完了年月日      年 月 日 

 

 ５ 結果報告書   別紙のとおり 

 

 ６ 添付書類 

 



様式第７号（第１７条関係） 

                                                               年 月 日 

 

 公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長        様 

 

 

                        所 在 地 

                                       名   称            

代表者（法人にあっては、代表者の職・氏名） 

 

 

年度新かがわ中小企業応援ファンド事業助成金 

          精算（※概算）払請求書 

 

     年 月 日付け   第  号をもって交付確定通知（※交付決定通知）があった上記助
成金について、新かがわ中小企業応援ファンド助成金交付要領第１７条の規定に基づき、下記のとお
り請求します。 

 

記 

 

金            円也 

 

   （請求額算定根拠） 

  

 区   分 

 

   金         額 

 

交付確定額（※交付決定額） 

 

                     円 

 

 受領済額 

 

                     円 

 

 今回請求額 

 

                     円 

 

 残   額 

 

                     円 

 

 

  

   （ﾌﾘｶﾞﾅ） 

  口 座 名 義 

 

 

   

 支払  口座                  銀行      （支）店 

              

  の 

 

 方法 

 振替 

 

 払 

口座 

 

番号 

当座 

 

 □ 

普通 

 

 □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※ 精算払を請求する場合は「交付確定額」を、概算払を請求する場合は「交付決定額」を記入
すること。 

 

責任者職・氏名               

担当者職・氏名               

連絡先電話番号               

 

（注）請求者の押印（個人印又は法人代表者印）がある場合は、責任者及び担当者の職・氏名並
びに連絡先電話番号の記載は不要です。 



様式第８号（第２４条関係） 

 

                                                年 月 日 

 

 

 公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長        様 

 

 

                        所 在 地 

                                       名   称        

代表者（法人にあっては、代表者の職・氏名） 

 

 

 

年度新かがわ中小企業応援ファンド事業に係る事業化状況報告書 

 

 

     年 月 日付け 第 号で交付の決定の通知を受けた下記助成事業に関し、新かがわ中小企

業応援ファンド事業助成金交付要領第２４条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

 

記 

 

１ 助成メニュー 

 

２ 事業名 

 

３ 現在の事業化状況、進捗状況等（開発商品の売上金額等） 

 

４ 今後の事業化計画、達成の見通し等 

 


